
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 令和７年度 松阪市交通安全対策委員会 

２．開 催 日 時 令和７年７月１日（火）13 時 30 分～14 時 22 分 

３．開 催 場 所 松阪市橋西地区市民センター 大会議室 

４．出席者氏名 

委 員 

◎長井俊明、西條一人、中川実、髙嶋真人、田川真帆、(代)森本

由紀、塩野裕美、大江光男、水谷勝美、青木成子、辻純子、黒川

尚哉、北岡巖、竹岡由美子、(代)溝口隆行、(代)南守、平野由紀、

野崎裕、石井ひろみ （◎委員長） 

 

委 員 以 外 

竹上真人、藤田卓文、堀博、瀬田佳代、武田誉利子、駒田浩久、

北浦達也、堀川幸生、野呂幸伸、鈴木英之、岡田翼 

 

事務局 

大野千賀子、角谷信夫、松本幸和、中津ふたば 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 ３人（報道） 

７．担 当 

松阪市環境生活部地域安全対策課 

TEL 0598-53-4061 

FAX 0598-22-1057 

e-mail anz.div@city.matsusaka.mie.jp 

 

事  項：   1.あいさつ 

2.委嘱状の交付 

3.交通概況について 

4.協議事項 

 (1)市の交通安全対策の取組について 

5.その他 

 

議 事 録： 別紙 

mailto:anz.div@city.matsusaka.mie.jp
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令和７年度 松阪市交通安全対策委員会《会議録》 

 

  ※委員２４名中１８名（代理３名）の出席、委員会成立 

 

 

１ あいさつ【松阪市長、委員長、松阪警察署長】 
  市長 

 出席のお礼、日頃の交通安全への取組のお礼。令和６年度は松阪市内で交通死亡事故が

多発した。令和７年度はグリーンベルトの設置に力を入れる。こどもの命を守りたいため

通学路の安全に取組んでいく等。 

 

委員長 

 日頃のお礼、本委員会の説明、積極的な協議の依頼。 

 

警察署長 

 警察への協力のお礼。三重県内と松阪警察署管内の交通情勢の説明。松阪市内は令和６

年、令和７年の現在まで非常に厳しい交通情勢となっている。松阪警察署管内の事故の特

徴として速度が出ていることがあげられる。松阪警察署として飲酒運転など悪質な違反を

重点的に取り締まっていく。交通安全の引き続きの協力依頼。 

 

２ 委嘱状の交付 
   新委員（任期中に交代の方）に交付 

 

３ 交通概況について 
 

【松阪警察署交通第一課長が説明】 

  ・交通概況について 

    三重県内、松阪署管内、松阪市内の交通状況の説明。松阪市内は交通事故が１日に１

６件から１７件ほど発生している。交通死亡事故の特徴は、薄暮や夜間の時間帯に多

い、高齢者が多い、交通弱者が多い。松阪市の令和６年の人口 10万人あたり交通事故

死者数が全国ワースト２位。ハードとソフトの両面で交通安全に取組む、委員へ交通

安全の協力依頼。 

 

４ 協議事項 
 

(1)市の交通安全対策の取組について 

 

  【地域安全対策課が説明】 

  ・松阪市の交通安全対策の取組（ソフト面） 

    四季の交通安全運動、「松阪市交通安全の日」における早朝街頭指導、松阪市交通指導

員による街頭指導、交通安全啓発活動、交通安全対策の事業等、安全・安心フェスタ

まつさか、交通安全広報活動、交通安全教育活動、地域、自治会等へ配布した物品に

ついて、それぞれ資料に基づき説明。 

 

  【建設保全課が説明】 

  ・松阪市の交通安全対策の取組（ハード面） 

    様々な関係者と協力して通学路の合同点検をしている。通学路の安全対策の充実を図

っている。令和６年度は、中川小学校通学路の歩道設置。豊田小学校通学路の道路区

画線とグリーンベルト設置。米ノ庄小学校通学路の防護柵の設置。港小学校通学路の

グリーンベルト設置。松尾小学校通学路のグリーンベルト設置。花岡小学校通学路の
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グリーンベルト設置。久米町の変則五差路は安全確保が難しい場所であるがグリーン

ベルトを設置して少しでも安全確保をした。伊勢寺小学校通学路のあんしん路肩の設

置。松江小学校通学路のあんしん路肩（水路蓋掛）設置。飯高町宮前の歩道がある道

路の新設について、それぞれ資料に基づき説明。令和７年度も通学路を中心に交通安

全対策を実施予定。 

 

  【三重県松阪地域防災総合事務所が説明】 

  ・三重県の交通安全対策の取組（ソフト面） 

    令和６年度の取組として、四季の交通安全運動、交通事故防止事業、無事故・無違反

チャレンジ１２３、県松阪庁舎職員交通安全ボランティア活動、松阪地域防災総合事

務所管内職員交通安全研修について、それぞれ資料に基づき説明。令和７年度も同様

に取組予定。 

 

  【三重県松阪建設事務所が説明】 

  ・三重県の交通安全対策の取組（ハード面） 

    松阪建設事務所としての交通安全対策で、松阪一志線で小阿坂町から大阿坂町にかけ

てあんしん路肩を設置、今年度も継続。松阪久居線で嬉野宮古町内に歩道設置の計画、

測量と設計の段階。松阪第２環状線で交差点改良を計画、用地・補償から工事に取り

掛かっている。ほかにも道路舗装、ガードレール補修、区画線の引き直しなど、状態

をみながら実施していく。 

 

５ その他 
 

〇委員 

    松阪市の交通安全対策の取組ソフト面で令和６年１２月に松阪市は交通死亡事故多

発非常事態宣言を出していると思うのですが、その取組の記載がないのですが。 

 

〇事務局 

    ご指摘のとおり非常事態宣言を出し、各振興局管内等での交通安全啓発や広報車によ

るパトロールの強化等を行いました。交通安全対策のソフト面の取組に記載しておくべ

きでした。 

 

 


